
証券コード 7635

平成26年６月６日

株 主  各  位

東京都墨田区緑二丁目14番15号

杉 田 エ ー ス 株 式 会 社
代表取締役社長 杉田　裕介

第68期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
  さて、当社第68期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する

参考書類」をご検討くださいまして、お手数ながら同封の委任状用紙に議案に対

する賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、折り返しご送付くださいますようお

願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成26年６月27日（金曜日）午前10時
２．場 所 東京都墨田区横網一丁目６番１号

国際ファッションセンター（ＫＦＣビル）２階
「ＫＦＣ Ｈａｌｌ ２ｎｄ」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第68期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

２．第68期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案
第２号議案

取締役７名選任の件
補欠監査役１名選任の件

第３号議案 役員賞与支給の件
第１号議案から第３号議案までの議案の概要は、後記の「議
決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」39頁から43頁に記
載のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

　◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申し上げます。

　◎事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネッ
ト上の当社ウェブサイト(http://www.sugita-ace.co.jp)に掲載させていた
だきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）

１．会社の現況に関する事項

(1) 当連結会計年度の事業の状況

①  事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、デフレ脱却を最重要課題に掲げ

て取り組んだ政府・日銀の経済政策により、円安・株高が進み、景気は回

復基調にありましたが、海外経済の成長鈍化等により、依然として不透明

な状況が続きました。

住宅建設業界におきましては、持家及び貸家の着工、マンションの販売

戸数とも増加傾向をたどり、堅調に推移しました。

このような状況の中、新たにヨネミツエース株式会社を連結子会社に加

え、当社グループの事業領域の一層の拡大を図り、ルート事業の他に、設

計・加工・施工の一気提供事業、通販事業、ショールームにおける一般消

費者向けの販売等、多角的な販売政策を進めて参りました。

  この結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高50,363

百万円（前連結会計年度比9.7％増）、営業利益736百万円（同12.5％増）、

経常利益993百万円（同24.4％増）、当期純利益611百万円（同11.8％増）

となりました。

 　セグメント別の売上高は次のとおりであります。

事 業 区 分

第 67 期
（平成25年３月期）
（前連結会計年度）

第 68 期
（平成26年３月期）
（当連結会計年度）

前連結会計年度比増減

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率

ル ー ト 事 業 37,731百万円 82.2％ 42,190百万円 83.8％ 4,459百万円 11.8％

エンジニアリング
事 業

3,911 8.5 3,678 7.3 △232 △6.0

直 需 事 業 4,250 9.3 4,493 8.9 243 5.7

合 計 45,893 100.0 50,363 100.0 4,470 9.7
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ルート事業におきましては、住宅用資材は、錠前・丁番・敷居レール等

が伸長した建具商品、物干金物・換気口商品・ポスト関連商品が伸長した

マンション住宅商品、カーテンレール等が伸長したインテリア商品、シー

ト・金属材料・パイプブラケット等が伸長した建設副資材がそれぞれ好調

に推移し、売上高は20,041百万円（前連結会計年度比17.7％増）となりま

した。またビル用資材は、点検口・屋上ベランダ商品・外装等が伸長した

ビル用商品、階段廻り商品等が伸長した福祉商品、サイン関連商品・エク

ステリア商品が伸長した景観商品がそれぞれ好調に推移し、売上高は

20,494百万円（同11.4％増）となりました。

この結果、ルート事業全体の売上高は42,190百万円（前連結会計年度比

11.8％増）となりました。

エンジニアリング事業におきましては、住宅用資材は、物干金物・タラ

ップ関連商品が伸長したマンション住宅用商品は堅調に推移しましたが、

建具商品・インテリア商品・建設副資材が低調に推移し、売上高は1,229百

万円（前連結会計年度比15.6％減）となりました。またビル用資材は、屋

上ベランダ廻り商品・窓廻り商品・外装等が伸長したビル用商品は好調で

ありましたが、階段廻り商品が減少した福祉商品及びサイン関連が減少し

た景観商品が低調に推移し、売上高は2,093百万円（同1.3％減）となりま

した。

この結果、エンジニアリング事業全体の売上高は3,678百万円（前連結会

計年度比6.0％減）となりました。

直需事業におきましては、ＤＩＹ商品は、防犯用品、防災用品などの一

般ユーザー向け商品は販売不振となりましたが、プロショップ及び資材セ

ンター向けの住宅金物、建築資材等の売上が伸長し、また新分野のガーデ

ンファニチャーの販売が好調に推移し、売上高は3,228百万円（前連結会計

年度比20.9％増）となりました。またＯＥＭ関連資材は、パネルメーカー

向けＯＥＭ製品及び建具メーカー向けの自社製品ラクオスが好調に推移し

ましたものの、サッシメーカー向け商品が減少し、売上高は1,265百万円

（同19.8％減）となりました。

　この結果、直需事業全体の売上高は4,493百万円（前連結会計年度比5.7％

増）となりました。
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②  設備投資の状況

　該当事項はありません。

③  資金調達の状況

　該当事項はありません。

④  事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤  他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥  吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

　　継の状況

　当社子会社のトクダエース株式会社とマシモエース株式会社は、平成25

年10月１日を効力発生日として、トクダエース株式会社を存続会社とする

吸収合併を行い、トクダマシモエース株式会社に商号変更いたしました。

⑦  他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

　当社は、平成25年７月１日を効力発生日として、ヨネミツ産業株式会社

（現ヨネミツエース株式会社）を、現金を対価とする株式取得を行い、当

社の子会社といたしました。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

　①企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第65期

（平成22年度）

第66期

（平成23年度）

第67期

（平成24年度）

第68期

(当連結会計年度)

（平成25年度）

売 上 高
－ － 45,893 50,363

（百万円）

経 常 利 益
－ － 798 993

（百万円）

当 期 純 利 益
－ － 547 611

（百万円）

１ 株 当 た り 当 期 純

利 益 － － 101.99 114.02

（円）

総 資 産
－ － 25,925 28,909

（百万円）

　（注）当社では、第67期より連結計算書類を作成しているため、第66期以前の各数値は記載し

　　　　ておりません。

　②当社の財産及び損益の状況

区 分
第65期

（平成22年度）

第66期

（平成23年度）

第67期

（平成24年度）

第68期

(当事業年度)

（平成25年度）

売 上 高
37,424 41,907 45,117 48,465

（百万円）

経 常 利 益
315 747 761 922

（百万円）

当 期 純 利 益
313 608 488 483

（百万円）

１ 株 当 た り 当 期 純

利 益 58.48 113.39 90.94 90.14

（円）

総 資 産
21,543 24,002 25,465 28,290

（百万円）
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①親会社の状況

　　該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の議決権比率 主な事業内容

トクダマシモエース
株式会社

92百万円 99.97％
建築金物・建築資材

卸売業

(4) 対処すべき課題

今後のわが国経済は、消費増税により個人消費を中心に成長性の鈍化が

懸念され、より不透明な状況が予想されます。

このような状況の中、当社グループは市場カバーの強化を図るため、ル

ート、エンジニアリング、直需の三事業を通じてあらゆるユーザーをター

ゲットにビジネスを拡大し、各事業の連携により、顧客へより高い付加価

値の提供を実現するべく、卸売業の基本機能を支える基盤の更なる強化を

図る所存であります。

(5) 主要な事業内容 (平成26年３月31日現在）

　当社グループは、住宅用資材、ビル用資材、ＤＩＹ商品及び特定需要家

向けＯＥＭ関連資材の卸売業を行っております。
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(6) 主要な事業所 (平成26年３月31日現在）

　①当社：杉田エース株式会社

本 社 東京都墨田区緑二丁目14番15号

支 店 等 札幌・東北・東関東・首都圏・西関東・北関東・

中部・近畿・九州・沖縄・首都圏エンジニアリング・

リニューアル・ＡＣＥ25・量販・特販・販売企画

流通センター 千葉・埼玉・大阪・大宮・仙台

　②子会社：トクダマシモエース株式会社

本 社 東京都台東区入谷二丁目７番１号

営 業 所 等 東京第一・東京第二・埼玉・神奈川

　　子会社：ヨネミツエース株式会社

本 社 東京都墨田区緑二丁目14番15号

営 業 所 等 福岡・鹿児島・長崎・大分

(7) 使用人の状況 (平成26年３月31日現在）

　①企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

ル ー ト 事 業 284名 （69名） 　37名増（11名増）

エ ン ジ ニ ア リ ン グ 事 業 29名 （４名） 　　 －（１名増）

直 需 事 業 38名 （50名） 　1名増（７名増）

全 社 86名 （46名） 　12名減（１名増）

合 計 437名（169名） 　26名増（20名増）

（注）使用人数は就業員数であります。臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数

　　　で記載しております。

　②当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

　381名 　６名増 　41.5歳 14.5年

（注）上記のほか、パート及び嘱託社員159名（期中平均人員数）がおります。
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(8) 主要な借入先の状況（平成26年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 518百万円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 461百万円

株 式 会 社 千 葉 銀 行 371百万円

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 174百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 157百万円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 26百万円

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 16百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。

２．株式の状況（平成26年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 19,490,000株

(2) 発行済株式の総数 5,374,000株

(3) 株主数 432名

なお、当社は平成26年５月１日をもって単元株式数を1,000株から100株に変更

しております。

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

杉 田 直 良 946千株 17.63％

有 限 会 社 杉 田 商 事 698千株 13.01％

杉 田 エ ー ス 従 業 員 持 株 会 422千株 7.87％

杉 田 正 吉 252千株 4.70％

杉 田 エ ー ス 共 栄 会 223千株 4.16％

東 京 中 小 企 業 投 資 育 成 株 式 会 社 198千株 3.70％

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 195千株 3.63％

株 式 会 社 キ ョ ー ワ ナ ス タ 140千株 2.61％

杉 田 裕 介 120千株 2.24％

株 式 会 社 ダ イ ケ ン 110千株 2.05％

（注）持株比率は自己株式（8,784株）を控除して計算しております。

３．新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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４．会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（平成26年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 杉 田 直 良

代 表 取 締 役 社 長 杉 田 裕 介 トクダマシモエース株式会社取締役

専 務 取 締 役 中 尾 　 純 営業本部長

常 務 取 締 役 横 井 雅 彦 コーポレートスタッフ部門長

取 締 役 髙 橋 芳 郎 グループ事業担当、トクダマシモエース株式会社取締役

取 締 役 我 謝 宗 厚 営業本部副本部長

常 勤 監 査 役 阿 部 一 雄

監 査 役 白 土 種 治  外国公認会計士

監 査 役 田 中 康 一

　(注)１.監査役白土種治、田中康一の両氏は、社外監査役であります。

２.監査役白土種治氏は、外国公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。

３.当社は、監査役白土種治氏を取引所規則の定めに基づく独立役員として指定し、取引所

に届け出ております。

(2) 当該事業年度中に辞任した会社役員の状況

    該当事項はありません。

(3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役

（う　ち　社　外　取　締　役）

６ 名

(－)名

238 百万円

監 査 役

（う　ち　社　外　監　査　役）

３ 名

(２)名

20 百万円

7 百万円

合 計 ９ 名 258 百万円

 (注) １.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２.取締役の報酬限度額は、平成７年６月27日開催の定時株主総会において年額250百万円

以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。

３.監査役の報酬限度額は、平成７年６月27日開催の定時株主総会において年額50百万円以

内と決議いただいております。

 ４.上表の金額には、次の金額を含めて記載しております。

    ①第68期定時株主総会において決議予定の役員賞与

　　取締役６名　      　　　　　    　　25,600千円

　　監査役３名（うち社外監査役２名）  　 1,400千円

　　　　　　　　  　　（社外監査役  　     400千円）

　　②当事業年度に費用処理した役員退職慰労引当金繰入額

　　取締役６名　    　　  　　　      　26,680千円

　　監査役１名         　　　　　　 　   1,200千円
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(4) 社外役員に関する事項

  ①  他の会社との兼任状況（他の会社の業務執行者である場合）及び当社

      と当該他の会社との関係

  該当事項はありません。

②  他の会社の社外役員の兼任状況

  該当事項はありません。

③  事業年度における主な活動状況

  ・取締役会及び監査役会への出席状況

取 締 役 会 監 査 役 会

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

監 査 役 　 白 土 種 治 13回 100％ 14回 100％

監 査 役 　 田 中 康 一 13回 100％ 14回 100％

・取締役会及び監査役会における発言状況

　　 　白土種治　　取締役会13回中13回、監査役会14回中14回出席し、取締役

                   会においては、必要に応じ、発言を行っております。

                   また、監査役会においては、議論を行っております。

　　　 田中康一　　取締役会13回中13回、監査役会14回中14回出席し、取締役

　　　　　　　　　 会においては、必要に応じ、発言を行っております。

　　　　　　　　　 また、監査役会においては、議論を行っております。

④　責任限定契約の内容の概要

    　　両社外監査役は、当社との間で責任限定契約を締結しております。その

　　　契約の内容の概要は次のとおりであります。

　　　・社外監査役が任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合

　　　　は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としてその

　　　　責任を負う。

　　　・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその職務を行うにあ

　　　　たり善意でかつ重大な過失がないときに限る。

５．会計監査人の状況

(1) 名      称            　有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額

  ①　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額　　　　 　  　  26百万円

　②  当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の

 　　 利益の合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  26百万円
（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、①及び②の金額には金

融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。
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(3) 非監査業務の内容

  　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　　会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められ

る場合、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。

　　また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発

生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、取締役は、監

査役会の同意を得て、または監査役会の請求により、会計監査人の不再任を

株主総会に提案いたします。

６．業務の適正を確保するための体制

(１) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制を整備するために、常に「コンプライアンス・プログラム」・

「杉田エース行動憲章」・「役員規則」・「就業規則」の見直し・整備・充

実に努め、その適切な維持・運用に努めるとともに、取締役は「取締役会」

の審議を通じた他の取締役の職務執行に関する監視・監督を十分に行い、ま

た「賞罰委員会」制度の適切な維持・運営に努める。

(２) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制を整備する

ために、常に「取締役会規程」・「内部情報管理規程」・「稟議規程」・

「文書管理規程」の見直し・整備・充実に努め、その適切な維持・運営に努

める。

(３) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備するために、常に　

「経営危機管理規程」・「地震・風水害被害対策規程」の見直し・整備・充

実に努め、その適切な維持・運用に努める。
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(４) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整

備するために、常に「組織規程」・「職務権限規程」・「業務分掌規程」の

見直し・整備・充実に努め、その適切な維持・運用に努める。

(５) 当社並びにその子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保す

るための体制

　関連諸規程に基づき、子会社の管理を行うとともに、子会社等の適正な業

務運営のための体制の整備を支援する。また、当社の「内部監査室」は、定

期的または臨時に子会社等の内部監査を実施し、内部統制の整備を推進する

とともに、改善策の指導、実施の支援・助言等を行う。

(６) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項を整備するために、監査役から補助使用人の設置を

求められた場合は、その人数・地位等について「取締役会」の決議をもっ

て、これを定めることとする。

(７) 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項を整備するために、同使

用人に対する指揮命令・その報酬並びに異動の決定については、「監査役

会」の権限とすることとする。

(８) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への

報告に関する体制

　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への

報告に関する体制を整備するため、監査役は全ての「取締役会」に出席する

ものとする。

(９) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整

備するため、監査役は、適宜、公認会計士・弁護士等の外部専門家並びに

「内部監査室」等の社内各部署と自由に接触し、連携を図ることができるも

のとする。
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(10) 財務報告の信頼性を確保するための体制

　金融商品取引法その他の関係法令に基づき、適正な会計処理を行い、財務

報告の信頼性を確保するため、関連諸規程を整備するとともに、内部統制の

体制整備と有効性向上を図ることとする。

(11) 反社会的勢力排除に向けた体制

　社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体と

は一切関わりを持たず、また不当な要求に対しては組織全体として毅然とし

た姿勢で対応することとする。

７．剰余金の配当等の決定に関する方針

  　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置付

　け、株主資本の充実と長期的で安定した収益力を維持するとともに、継続的か

　つ安定的な配当を実施していくことを基本方針としております。

　　当社は平成26年度に創業80周年を迎えます。

　　そこで、当事業年度末の配当につきましては、１株につき18円の普通配当金

　に、創業80周年の記念配当金２円を加えた20円といたしました。

　　なお、配当金のお支払いは、平成26年６月９日から同年７月８日までとさせ

　ていただいております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成26年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

【 流 動 資 産 】

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

た な 卸 資 産

未 収 入 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

【 固 定 資 産 】

［有形固定資産］

建 物 及 び 構 築 物

土 地

そ の 他

［無形固定資産］

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

［投資その他の資産］

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

23,153

2,196

17,299

2,290

1,217

164

31

△46

5,755

3,854

1,616

2,107

130

163

56

106

1,738

967

135

635

【 流 動 負 債 】 19,024

支払手形及び買掛金 11,546

電 子 記 録 債 務 5,577

１年以内返済予定の
長 期 借 入 金

554

未 払 法 人 税 等 431

賞 与 引 当 金 267

そ の 他 648

【 固 定 負 債 】 2,143

長 期 借 入 金 1,173

退職給付に係る負債 469

役員退職慰労引当金 404

そ の 他 96

負 債 合 計 21,168

純  資  産  の  部

【 株 主 資 本 】 7,749

［ 資 本 金 ］ 697

［ 資 本 剰 余 金 ］ 409

［ 利 益 剰 余 金 ］ 6,646

［ 自 己 株 式 ］ △4

【その他の包括利益累計額】 △8

[その他有価証券評価差額金] 39

[退職給付に係る調整累計額] △47

【少数株主持分】 0

純 資 産 合 計 7,740

資 産 合 計 28,909 負 債 純 資 産 合 計 28,909

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 50,363

売 上 原 価 43,186

売 上 総 利 益 7,176

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,439

営 業 利 益 736

営 業 外 収 益

受 取 利 息 6

受 取 配 当 金 13

仕 入 割 引 110

投 資 事 業 組 合 運 用 益 101

受 取 家 賃 28

そ の 他 34 294

営 業 外 費 用

支 払 利 息 21

手 形 売 却 損 13

そ の 他 2 37

経 常 利 益 993

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 0

負 の の れ ん 発 生 益 58 59

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 8 8

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,044

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 456

法 人 税 等 調 整 額 △22 433

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 611

少 数 株 主 利 益 △0

当 期 純 利 益 611

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成25年４月１日　残高 697 409 6,131 △3 7,234

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － △96 － △96

当 期 純 利 益 － － 611 － 611

自 己 株 式 の 取 得 － － － △0 △0

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － － 515 △0 514

平成26年３月31日　残高 697 409 6,646 △4 7,749

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

少 数 株 主
持 分

純 資 産 合 計
そ の 他 有 価 証
券 評 価 差 額 金

退職給付に係る調整累計
額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

平成25年４月１日　残高 13 － 13 43 7,291

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － － － △96

当 期 純 利 益 － － － － 611

自 己 株 式 の 取 得 － － － － △0

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

25 △47 △21 △43 △65

連結会計年度中の変動額合計 25 △47 △21 △43 449

平成26年３月31日　残高 39 △47 △8 0 7,740

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の状況

イ．連結子会社の数　　　　　　　２社

ロ．連結子会社の名称　　　　　　トクダマシモエース株式会社

ヨネミツエース株式会社

　ハ．連結範囲の変更

　　　当連結会計年度に株式を取得したヨネミツエース株式会社を連結の範囲に含めており

ます。なお、みなし取得日は平成25年９月30日としております。また、連結子会社で

あったマシモエース株式会社は、連結子会社であるトクダエース株式会社（トクダマ

シモエース株式会社に商号変更）と合併したため、連結範囲から除外しております。

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(3) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

・時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法

ロ. デリバティブ　　　　　　　　時価法

ハ．たな卸資産

　・商品　　　　　　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下による簿価切下げの方法により算定）

　・未成工事支出金　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

による簿価切下げの方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産　　　　　　　　定率法。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）は定額法。なお、主な耐用

年数は以下のとおり。

建物及び構築物　　　７～50年

ロ．無形固定資産　　　　　　　　定額法。なお、自社利用のソフトウェアについては､ 

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法。
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③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　　従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき

当連結会計年度に対応する金額を計上しております。

ハ．役員退職慰労引当金　　　　　役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当

連結会計年度末要支給額を計上しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法

イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属

させる方法については、期間定額基準によっております。

ロ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分した額を費用処理することとしております。数理計

算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（13年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしております。

ハ．小規模企業等における簡便法の採用

連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末

自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤　重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法　　　　　　特例処理の要件を満たす金利スワップについて、当該

特例処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象　　　ヘッジ手段……金利スワップ

ヘッジ対象……借入金利息

ハ．ヘッジ方針　　　　　　　　　借入金に係る将来の金利変動リスクを回避することを

目的としてデリバティブ取引を行っており、投機的な

取引は行わない方針であります。

ニ．ヘッジの有効性評価の方法　　金利スワップについては特例処理の要件を満たしてい

るため、有効性の判断を省略しております。

⑥　その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理　　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によって

おります。
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２．会計方針の変更に関する注記

　　退職給付に関する会計基準等の適用

　　当連結会計年度末より、「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月

　17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」　

　（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を

　適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

　定めを除く。）、退職給付債務を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数

　理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上しております。

　　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに

　従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の

　退職給付に係る調整累計額に加減しております。

　　この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が469百万円計上されておりま

　す。また、繰延税金資産が26百万円増加し、その他の包括利益累計額が47百万円減少してお

　ります。なお、１株当たり純資産額は、8円89銭減少しております。

３．未適用の会計基準等

　・「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日）

　・「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月

　　17日）

 (1) 概要

　　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の

　計算方法並びに開示の拡充等について改正されました。

 (2) 適用予定日

　　退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年３月期の期首から適用し

　ます。なお、当該会計基準等には経過的な取扱いが定められているため、過去の期間の連結計

　算書類に対しては遡及適用しません。

 (3) 当該会計基準等の適用による影響

　　退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正による連結計算書類に与える影響額については、

　現時点で評価中であります。

４．追加情報

　 賞与引当金の計上について

　　従来、未払費用として流動負債の「その他」に含めて計上していた当社の従業員賞与につ

　いて、連結計算書類作成時に支給額が確定しないこととなったため、当連結会計年度より

　「賞与引当金」として計上しております。なお、前連結会計年度においては支給確定額252

　百万円を流動負債の「その他」に含めて計上しております。

－ 19 －



５．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

受取手形 60百万円

建物 720

土地 516

計 1,297

②　担保に係る債務

１年以内返済予定の長期借入金 343百万円

長期借入金 590

計 933

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 4,037百万円

　(3) 投資その他の資産から直接控除した引当金

貸倒引当金 98百万円

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 5,374,000株 －株 －株 5,374,000株

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 7,687株 1,097株 －株 8,784株

（注）　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取り1,097株によるものであります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

決 議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

平成25年５月14日
取 締 役 会

普通株式 96 18 平成25年３月31日 平成25年６月７日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度

になるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

平成26年５月14日
取 締 役 会

普通株式 利益剰余金 107 20 平成26年３月31日 平成26年６月９日
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７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①  金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、資金調達につい

ては銀行借入による方針であります。デリバティブ取引は、外貨建債務の為替変動リスク

の回避及び借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクの回避を目的

として行っております。

②  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    営業債権である受取手形及び売掛金並びに完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒

　されております。当該リスクに関しては、当社グループの「与信管理規程」に従い、取引

先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、業務管理グループが、主な取引先の信用

状況及び財務状況等を随時把握する体制であり、回収懸念の早期把握や軽減を図っており

ます。

    未収入金は、主に手形売却債権及びファクタリング債権であり、取引先の信用リスクに

　晒されております。当該リスクに関しては、営業債権と同様のリスク管理体制により、回

　収懸念の早期把握や軽減を図っております。

  　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式、投資信託及び債券であり、市

　場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告さ

　れております。

  　営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて１年内の支払期日であります。外貨建債

　務に関しては為替の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクの回避・軽減を目的と

　して、決済額の一部について為替予約取引を行っております。また、為替予約取引に関し

　ては、評価損益の状況を定期的に把握しております。

　　借入金のうち、短期借入金及び長期借入金（原則として５年以内）は主に営業取引に係

　る資金調達であり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、一部

　については金利スワップ取引による当該リスクの回避・軽減を図っております。

    デリバティブ取引は、営業債務に係る為替予約取引及び長期借入金に係る支払金利変動

　リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。なお、デリバティ

　ブ取引については、社内管理規程に基づき、為替及び金利の変動リスクを回避する目的に

　限定した取引を行っており、投機目的での取引は行っておりません。

 　 デリバティブ取引(為替予約取引、金利スワップ取引）の利用にあたっては、信用リスク

　を軽減するため、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

  　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、経理グループにお

  いて月次で資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

③  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

　算定された価額が含まれております。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　  平成26年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

  次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、

  含まれておりません。

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 現 金 及 び 預 金 2,196百万円 2,196百万円 －百万円

(2) 受取手形及び売掛金 17,299 17,299 －

(3) 未 収 入 金 1,217 1,217 －

(4) 投 資 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券 452 452 －

資 産 計 21,166 21,166 －

(1) 支払手形及び買掛金 11,546 11,546 －

(2) 電 子 記 録 債 務 5,577 5,577 －

(3)
１年以内返済予定の長期
借 入 金

554 563 9

(4) 長 期 借 入 金 1,173 1,164 △8

負 債 計 18,850 18,851 0

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

　　　資　産

　　　 (1)現金及び預金､(2)受取手形及び売掛金､(3)未収入金

　　　 　 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿

        価額によっております。

　　　 (4)投資有価証券

         時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金

　　　 融機関から提示された価格によっております。

　　 　負　債

(1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務

　        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

         価額によっております。

(3)１年以内返済予定の長期借入金、(4)長期借入金

          これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様に借入を行った場合に想定さ

        れる利率で割り引いた現在価値により算定する方法によっております。ただし、金利ス

        ワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理

        されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 513

組合出資金 　0

　　　これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどが

できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」には含め

ておりません。

８．賃貸等不動産の状況に関する事項

　　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,442.79円

(2) １株当たり当期純利益 114.02円

10．退職給付に関する注記

(1) 採用している退職給付制度の概要

    　当社グループは、従業員の退職給付に充てるため、確定給付制度として退職一時金制度及

び確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。また、従業員の退職等に

際して、割増退職金を支払う場合があります。

(2) 確定給付制度

　①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 465百万円

　勤務費用 23

　利息費用 4

　数理計算上の差異の発生額 3

　退職給付の支払額 △28

　過去勤務費用の発生額 －

　その他 －

退職給付債務の期末残高 469

　②退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

確定給付制度の退職給付債務 469百万円

連結貸借対照表に計上された負債 469

退職給付に係る負債 469百万円

連結貸借対照表に計上された負債 469
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   　③退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 23百万円

利息費用 4

数理計算上の差異の費用処理額 7

過去勤務費用の費用処理額 0

その他 －

確定給付制度に係る退職給付費用 36

   　④退職給付に係る調整累計額

　　退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

未認識過去勤務費用 1百万円

未認識数理計算上の差異 72

その他 －

合　計 74

　 ⑤数理計算上の計算基礎に関する事項

    当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

　 　　割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0％

　 　  期待運用収益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －

  (3)確定拠出制度

    当社の確定拠出制度への拠出金額は、39百万円であり、退職給付費用に計上しております。

11．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

－ 24 －



貸　借　対　照　表
（平成26年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

【 流 動 資 産 】

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

完 成 工 事 未 収 入 金

商 品

未 成 工 事 支 出 金

未 収 入 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

【 固 定 資 産 】

［有形固定資産］

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

［無形固定資産］

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

［投資その他の資産］

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

22,363

1,903

7,659

9,032

144

1,953

272

1,216

25

164

36

△45

5,927

3,558

1,374

171

15

1

100

1,893

108

52

55

2,260

879

281

395

126

109

567

△98

【 流 動 負 債 】 18,688

支 払 手 形 4,282

電 子 記 録 債 務 5,506

買 掛 金 7,018

１年内返済予定の長期借入金 554

未 払 金 39

未 払 法 人 税 等 428

未 払 費 用 360

未 成 工 事 受 入 金 107

預 り 金 48

賞 与 引 当 金 267

役 員 賞 与 引 当 金 27

そ の 他 48

【 固 定 負 債 】 2,005

長 期 借 入 金 1,173

退 職 給 付 引 当 金 368

役員退職慰労引当金 404

そ の 他 59

負 債 合 計 20,693

純 資 産 の 部

【 株 主 資 本 】 7,561

［ 資 本 金 ］ 697

［ 資 本 剰 余 金 ］ 409

資 本 準 備 金 409

［ 利 益 剰 余 金 ］ 6,459

利 益 準 備 金 168

その他利益剰余金 6,290

買換資産圧縮積立金 27

別 途 積 立 金 4,390

繰 越 利 益 剰 余 金 1,873

［ 自 己 株 式 ］ △4

【評価・換算差額等】 34

［その他有価証券評価差額金] 34

純 資 産 合 計 7,596

資 産 合 計 28,290 負 債 純 資 産 合 計 28,290

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 48,465

売 上 原 価 41,680

売 上 総 利 益 6,784

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,110

営 業 利 益 674

営 業 外 収 益

受 取 利 息 8

受 取 配 当 金 12

仕 入 割 引 103

投 資 事 業 組 合 運 用 益 101

受 取 家 賃 27

雑 収 入 31 285

営 業 外 費 用

支 払 利 息 21

手 形 売 却 損 13

雑 損 失 2 36

経 常 利 益 922

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 8 8

税 引 前 当 期 純 利 益 914

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 453

法 人 税 等 調 整 額 △22 430

当 期 純 利 益 483

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成25年４月１日から
平成26年３月31日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本

合 計資本準備金
資本剰余金

合 計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合 計
買換資

産圧縮

積立金

別 途

積立金

繰越利益

剰 余 金

平 成2 5年 ４ 月 １ 日 残 高 697 409 409 168 28 4,390 1,484 6,072 △3 7,175

事業年度中の変動額

買換資産圧縮積

立 金 の 取 崩 額
― ― ― ― △1 ― 1 － ― ―

剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― △96 △96 ― △96

当 期 純 利 益 ― ― ― ― ― ― 483 483 ― 483

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ― △0 △0

株 主 資 本 以 外 の

項目の事業年度中

の 変 動 額 ( 純 額 )

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― △1 ― 388 387 △0 386

平 成 2 6年 3月 3 1日 残 高 697 409 409 168 27 4,390 1,873 6,459 △4 7,561

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

平 成 2 5 年 4 月 1 日 残 高 11 11 7,186

事業年度中の変動額

買換資産圧縮積

立 金 の 取 崩 額
― ― ―

剰余金の配当 ― ― △96

当 期 純 利 益 ― ― 483

自己株式の取得 ― ― △0

株 主 資 本 以 外 の

項 目 の 事 業 年 度 中

の 変 動 額 ( 純 額 )

23 23 23

事業年度中の変動額合計 23 23 410

平 成 2 6 年 3 月 3 1 日 残 高 34 34 7,596

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

  有価証券

①　子会社株式　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

②　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　事業年度末決算日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

・時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法

(2) デリバティブ　　　　　　　　　　時価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

　・商品　　　　　　　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）

　・未成工事支出金　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）

(4) 固定資産の減価償却の方法

①  有形固定資産　　　　　　　　　定率法。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）については、定額法。

なお、主な耐用年数は以下のとおり。

建物　        ７～50年

構築物　      ７～35年

工具器具備品　２～15年

②　無形固定資産　　　　　　　　　定額法。なお、自社利用のソフトウエアについては､ 

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法。

③  長期前払費用　　　　　　　　　定額法

(5) 引当金の計上基準

①  貸倒引当金　　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき

当事業年度に対応する金額を計上しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（追加情報）

　　　　　　　　　　　　　　　　　賞与引当金の計上について、従来、流動負債の未払費

用に含めて計上していた従業員賞与について、計算書

類作成時に支給額が確定しないこととなったため、当

事業年度より、「賞与引当金」として計上しておりま
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す。なお、前事業年度においては支給確定額252百万円

を流動負債の「未払費用」に含めて計上しております。

③　役員賞与引当金　　　　　　　　役員賞与の支給に備えるため、当事業年度における支

給見込額に基づき計上しております。

④  退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

過去勤務費用は、発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５年）による定額法により按分し

た額を費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理することとしております。

⑤  役員退職慰労引当金　　　　　　役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく事

業年度末要支給見込額を計上しております。

(6) ヘッジ会計

①　ヘッジ会計の方法　　　　　　　特例処理の要件を満たす金利スワップについて、当該

特例処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息

③　ヘッジ方針　　　　　　　　　　借入金に係る将来の金利変動リスクを回避することを

目的としてデリバティブ取引を行っており、投機的な

取引は行わない方針であります。

④　ヘッジ有効性評価の方法　　　　金利スワップについては特例処理の要件を満たしてい

るため、有効性の判断を省略しております。

(7) その他計算書類作成のための基本となる事項

　①　退職給付に係る会計処理　　　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過

　　　　　　　　　　　　　　　　　去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算

書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっており

ます。

②　消費税等の会計処理　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によって

おります。

－ 29 －



２．表示方法の変更に関する注記

(1) 関係会社短期貸付金　　　　　　前事業年度において区分掲記しておりました「流動資

産」の「関係会社短期貸付金」（当事業年度末残高は

30百万円）は金額的重要性が乏しいため、当事業年度

より「流動資産」の「その他」に含めて表示しており

ます。

(2) 電話加入権　　　　　　　　　　前事業年度において区分掲記しておりました「無形固

定資産」の「電話加入権」（当事業年度末残高は９百

万円）は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度よ

り「無形固定資産」の「その他」に含めて表示してお

ります。

(3) 出資金　　　　　　　　　　　　前事業年度において区分掲記しておりました「投資そ

の他の資産」の「出資金」（当事業年度末残高は91百

万円）は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度よ

り「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示し

ております。

(4) 従業員に対する長期貸付金　　　前事業年度において区分掲記しておりました「投資そ

の他の資産」の「従業員に対する長期貸付金」（当事

業年度末残高は５百万円）は、金額的重要性が乏しい

ため、当事業年度より「投資その他の資産」の「その

他」に含めて表示しております。

(5) 破産更生債権等　　　　　　　　前事業年度において区分掲記しておりました「投資そ

の他の資産」の「破産更生債権等」（当事業年度末残

高は106百万円）は、金額的重要性が乏しいため、当事

業年度より「投資その他の資産」の「その他」に含め

て表示しております。

(6) 未払消費税等　　　　　　　　　前事業年度において区分掲記しておりました「流動負

債」の「未払消費税等」（当事業年度末残高は47百万

円）は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より

「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。
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３．貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　　①受取手形　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　114百万円

　　②売掛金　 　　　　　　　　　　　　　　　　    　   33百万円

　　③短期貸付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30百万円

　　④買掛金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1百万円

(2) 担保に供している資産及び担保に係る債務

　　①担保に供している資産

受取手形 60百万円

建  物 720

土  地 516

計 1,297

②担保に係る債務

１年内返済予定の長期借入金 343

長期借入金 590

計 933

(3) 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　 　　 　　 3,708百万円

４．損益計算書に関する注記

　　　関係会社との取引高

売上高 282百万円

仕入高 8百万円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

  自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 7,687株 1,097株 －株 8,784株

（注）普通株式の自己株式の増加1,097株は、単元未満株式の買取による増加であります。
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６．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

　賞与引当金 95百万円

　貸倒引当金 32

　未払事業税 30

　退職給付引当金 131

　役員退職慰労引当金 144

　その他 45

　繰延税金資産小計 479

　評価性引当額 △177

繰延税金資産合計 301

繰延税金負債

　買換資産圧縮積立金 △15

　その他有価証券評価差額金 △12

　繰延税金負債合計 △27

繰延税金資産純額 273

７．関連当事者との取引に関する注記

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。

８. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,415.91円

(2) １株当たり当期純利益 90.14円

９．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成26年５月14日

杉田エース株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 西 田 俊 之 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 渡 辺 雄 一 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、杉田エース株式会社
の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の連結計算書
類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場
から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が
国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に
関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針
及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
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監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、杉田エース株式会社及び連結子会社
からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

　以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成26年５月14日

杉田エース株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 西 田 俊 之 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 渡 辺 雄 一 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、杉田エース株
式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第68期事業年度の計
算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにあ
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附
属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か
ら計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査
法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査
証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検
討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。
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監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附
属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成25年４月1日から平成26年３月31日までの第68期事業年

度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通

を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会そ

の他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、

本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保する

ために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め

る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され

ている内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び

運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見

を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と

意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受

けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検

討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平

成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受

け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度

に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個

別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討

いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一　事業報告は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。
二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。
三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及
び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

平成26年５月14日

杉田エース株式会社　監査役会

監査役(常勤) 阿 部 一 雄 

監査役 白 土 種 治 

監査役 田 中 康 一 

（注）監査役白土種治及び監査役田中康一は会社法第２条第16号及び第335条第３項に定め

る社外監査役であります。

　以　上
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議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

１．議決権の代理行使の勧誘者　　　　　　　　　　　　　杉田エース株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　代表取締役社長　杉田 裕介

２．議案及び参考事項

第１号議案　取締役７名選任の件

　取締役６名全員は、任期１年との定款第19条の定めにより、本総会終結の時を

もって任期満了となります。

　つきましては、経営陣の一層の強化を図るため、取締役１名を増員し、取締役

７名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

すぎ

杉
 

　
た

田
 

　
なお

直
 

　
よし

良
(昭和23年６月７日生)

昭和46年４月　中山福株式会社入社

昭和48年３月　株式会社杉田金属（現杉田エース株

式会社）入社

昭和54年３月　当社取締役貿易部長

昭和59年４月　当社常務取締役営業本部長

昭和59年９月　当社取締役副社長

昭和62年９月　当社代表取締役社長

平成24年４月　当社代表取締役会長（現任）

946,000株

すぎ

杉
 

　
た

田
 

　
ゆう

裕
 

　
すけ

介
(昭和49年５月19日生)

平成10年４月　株式会社キョーワナスタ入社

平成12年６月　杉田エース株式会社入社

平成16年６月　当社取締役開発部長兼西日本営業本

部副本部長

平成17年４月　当社取締役営業統括本部副本部長兼

開発部長

平成19年４月　当社常務取締役営業統括本部副本部

長

平成21年４月　当社常務取締役営業統括本部副本部

長兼西日本営業本部長

平成22年４月　当社取締役副社長

平成23年４月　当社代表取締役副社長

平成24年４月　当社代表取締役社長（現任）

平成24年８月　トクダエース株式会社（現トクダマ

シモエース株式会社）取締役

　　　　　　　（現任）

120,000株
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氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

なか

中
 

　
お

尾
 

　
 

　
 

　
じゅん

純
(昭和24年４月28日生)

昭和47年３月　株式会社杉田金属（現杉田エース株

式会社）入社

平成３年４月　当社取締役西日本営業本部長兼西日

本営業部長兼大阪支店長

平成13年４月　当社取締役商品本部長

平成16年４月　当社常務取締役商品本部長

平成20年４月　当社常務取締役東日本営業本部長

平成22年４月　当社常務取締役営業本部長

平成24年４月  当社専務取締役営業本部長(現任)

34,000株

よこ

横
 

　
い

井
 

　
まさ

雅
 

　
ひこ

彦
(昭和22年10月４日生)

昭和41年４月　株式会社住友銀行（現株式会社三井

住友銀行）入行

平成12年11月　当社出向

　　　　　　　当社営業統括本部付部長

平成13年５月　株式会社三井住友銀行退職

平成13年６月　当社取締役東日本営業本部副本部長

兼関東第三営業部長兼埼玉支店長

平成15年４月　当社取締役西日本営業本部長兼西日

本営業部長

平成21年４月　当社取締役経理部長兼業務管理室長

平成22年４月　当社常務取締役管理本部長兼経理部

長兼業務管理室長

平成23年４月　当社常務取締役コーポレートスタッ

フ部門長（現任）

5,000株
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氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

たか

髙
 

　
はし

橋
 

　
よし

芳
 

　
ろう

郎
(昭和31年６月４日生)

昭和55年３月　株式会社杉田金属（現杉田エース株

式会社）入社

平成５年６月　当社東京支店長

平成８年４月　当社関東第一営業部長兼東京支店長

平成13年６月　当社取締役東日本営業本部副本部長

兼関東第一営業部長兼東京支店長

平成15年４月　当社取締役東日本営業本部長兼関東

第一営業部長兼東京支店長

平成16年４月　当社取締役東日本営業本部長

平成20年４月　当社取締役商品本部長兼購買部長

平成22年４月　当社取締役商品本部長兼販売企画グ

ループリーダー

平成23年４月　当社取締役物流部門長

平成25年４月　当社取締役グループ事業担当

　　　　　　　（現任）

　　　　　　　マシモエース株式会社（現トクダマ

シモエース株式会社）取締役

　　　　　　　（現任）

20,000株

が

我
 

　
じゃ

謝
 

　
そう

宗
 

　
こう

厚
(昭和32年10月１日生)

昭和54年１月  我喜屋金物入社

平成11年１月　杉田エース株式会社入社

　　　　　　　当社沖縄営業所副所長

平成14年４月　当社沖縄営業所長

平成19年４月　当社沖縄支店長兼業務課長

平成20年４月　当社九州ブロック長兼沖縄支店長兼

業務課長

平成22年４月　当社執行役員西日本営業統括部長

平成24年４月　当社執行役員営業本部副本部長兼西

日本営業統括部長

平成24年６月　当社取締役営業本部副本部長

平成26年４月　当社取締役東日本地区営業担当兼直

需営業部長（現任）

2,000株
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氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

　 ※
さ

佐
 

　
とう

藤
 

　
 

　
 

　
ただし

正
(昭和33年１月３日生)

昭和51年３月　株式会社杉田金属（現杉田エース株

式会社）入社

平成３年10月　当社横浜営業所長

平成13年４月　当社開発部長

平成16年４月　当社東日本営業本部営業企画担当部

長

平成17年４月　当社リフォーム営業部長

平成22年４月　当社執行役員建材営業統括部長兼リ

ニューアル営業部長

平成25年４月　当社執行役員南日本営業統括部長

平成26年４月　当社執行役員西日本地区営業担当兼

西日本営業統括部長（現任）

－株

(注）１．上記各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　　 ２．※印は新任の取締役候補であります。

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査

役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生 年  月  日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 数

うち

内
 

　
やま

山
 

　
よし

芳
 

　
お

男
(昭和24年11月18日生)

昭和47年４月　株式会社住友銀行（現株式会社三

井住友銀行）入行

昭和59年１月　住銀リース株式会社出向

昭和63年７月　株式会社住友銀行事務管理部（東

京）次長

昭和64年１月　同行青山支店副支店長

平成元年10月　同行高田馬場支店副支店長

平成５年10月　同行新潟支店長

平成８年１月　同行成城支店長

平成10年５月　同行浅草支店長

平成11年４月　同行浅草法人部長

平成12年６月　ネポン株式会社常務取締役

平成22年６月　同社顧問（現任）

－株

（注）１．上記の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．内山芳男氏は、補欠の社外監査役の候補者であります。
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３．内山芳男氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。

  内山芳男氏につきましては、長年の金融機関勤務により培われた経験と知識を、監

査役に就任された場合に当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役

として選任をお願いするものであります。

４．補欠の社外監査役候補者が、監査役に就任する場合に締結する責任限定契約の内容の

概要は以下のとおりであります。

　当社は社外監査役が期待される役割を充分発揮できるよう、現行定款第27条におい

て社外監査役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結で

きる旨を定めております。これにより、内山芳男氏が社外監査役に就任された場合は、

当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。

　その契約内容の概要は次のとおりであります。

・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は会社法第

425条第１項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂

行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

第３号議案　役員賞与支給の件

　当事業年度末時点の取締役６名及び監査役３名（うち社外監査役２名）に対し、

当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与として総額27,000千円（取締役分

25,600千円、監査役分1,400千円[うち社外監査役分400千円]）支給することとい

たしたく存じます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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株主総会会場ご案内図

東京都墨田区横網一丁目６番１号

国際ファッションセンター（ＫＦＣビル）２階

「ＫＦＣ Ｈａｌｌ ２ｎｄ」

［交通機関］

ＪＲ中央･総武線｢両国駅｣東口より徒歩約６分

ＪＲ中央･総武線｢両国駅｣西口より徒歩約７分

都営地下鉄 大江戸線｢両国駅｣Ａ１出口直結

※ 駐車場はございませんので、大変恐縮でございますが、

　 お車でのご来場はご遠慮いただきたくお願い申し上げます。


